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特 例 一 時 金 給 付 未 了 者 の 請 求 期 限 以 降 の 取 扱 い に つ い て  

 

令 和 7 年 3 月 31 日  

 

 

農 林 年 金 法（ 注 ）に 基 づ き 、令 和 2 年 4 月 1 日 よ り 特 例 年 金

受 給 権 者 及 び 特 例 年 金 未 裁 定 者 の 皆 さ ま に 特 例 一 時 金 を お 支

払 い し て き ま し た 。こ れ ま で に 支 給 対 象 者 73 万 名 の う ち 64 万

名 に 特 例 一 時 金 給 付 を 完 了 し ま し た 。  

一 方 で 、 請 求 案 内 を お 送 り し て も ご 提 出 の な い 「 未 請 求 者

4.3 万 名 」（ 請 求 辞 退 者 を 除 く 。）及 び ご 住 所 が 分 ら ず 請 求 案 内

を お 送 り で き な い「 住 所 不 明 者 3.8 万 名 」の 方 が 給 付 未 了 者 と

し て 残 っ て い ま す 。（ 令 和 7 年 3 月 14 日 現 在 ）  

こ う し た 給 付 未 了 者 の 解 消 に 向 け 、 再 三 に わ た る 請 求 案 内

の 郵 送 、全 国 の 農 林 漁 業 団 体 を 通 じ た 請 求 勧 奨 活 動 、各 種 媒 体

を 通 じ た 広 報・広 告・Ｃ Ｍ 等 の 取 組 を 推 進 し て き ま し た が 、給

付 未 了 者 の 完 全 な 解 消 に は 至 っ て い な い 状 況 で す 。  

特 例 一 時 金 を 受 け る 権 利 は 、農 林 年 金 法 の 規 定 に よ り 、施 行

日 か ら 5 年 が 経 過 す る 令 和 7 年 3 月 31 日 に 時 効 が 完 成 と な り

ま す 。  

し か し な が ら 、こ う し た 給 付 未 了 者 の 状 況 を 踏 ま え 、令 和 7

年 3 月 31 日 ま で に 給 付 請 求 の 無 か っ た 方 に つ い て 、未 請 求 者

の 場 合 は 6 か 月 間 請 求 を 受 け 付 け る 弾 力 的 措 置 を 講 じ る と と

も に 、 住 所 不 明 者 の 場 合 は 住 所 が 判 明 す る ま で 時 効 援 用 を 留

保 す る こ と と し ま し た 。  

そ の 概 要 に つ い て は 以 下 の 通 り で す 。  

 

 

１ ． 未 請 求 者 に か か る 時 効 援 用 の 取 扱 い  

 

①  時 効 援 用 予 告  

令 和 7 年 4 月 に 時 効 援 用 を 予 告 す る 文 書 を 送 付 し 、7 年

9 月 30 日 ま で は 時 効 援 用 を 留 保 す る こ と 、そ の 間 に 請 求

遅 延 の 理 由 書 が 提 出 さ れ か つ 相 当 の 理 由 が 認 め ら れ れ ば

時 効 援 用 し な い こ と を 通 知 し ま す 。  

請 求 遅 延 に か か る 「 相 当 の 理 由 」 の 判 断 基 準 に つ い て

は 、「 災 害 」、「 病 気 」、「 必 要 書 類 の 入 手 遅 延 」、「 書 類 の 作

成 遅 延 」、「 請 求 期 限 の 失 念 」 を 認 め ま す 。  

 ②  時 効 援 用  
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令 和 7 年 9 月 30 日 ま で に 請 求 が な か っ た 方 等 に 対 し て

時 効 援 用 通 知 を 発 出 し ま す 。  

 

２ ． 住 所 不 明 者 に か か る 時 効 援 用 の 取 扱 い  

①  時 効 援 用 の 留 保  

住 所 が 不 明 で 請 求 案 内 が 届 か な い な ど の や む を 得 な い

事 情 が あ る 場 合 、 公 的 年 金 制 度 で は 年 金 を 受 け 取 る 権 利

（ 基 本 権 ） を 時 効 消 滅 さ せ な い 措 置 を 講 じ て 受 給 権 保 護

が 図 っ て い る こ と か ら 、 農 林 年 金 で も 住 所 不 明 者 及 び 遺

族 不 明 者 に つ い て は 令 和 7 年 4 月 以 降 も 住 所 が 判 明 す る

ま で は 時 効 援 用 を 留 保 し ま す 。  

 ②  住 所 が 判 明 し た 場 合 の 請 求 案 内  

住 所 が 判 明 し た 場 合 、 6 か 月 以 内 に 請 求 が あ れ ば 給 付

す る 旨 の 文 書 を 添 え て 請 求 案 内 を 行 い ま す 。  

 ③  給 付 又 は 時 効 援 用  

案 内 か ら 6 か 月 以 内 に 請 求 が あ れ ば 給 付 を 行 い 、 請 求

が な か っ た 方 等 に 対 し て は 時 効 援 用 通 知 を 発 出 し ま す 。  

 

 

注 ； 厚 生 年 金 保 険 制 度 及 び 農 林 漁 業 団 体 職 員 共 済 組 合 制 度 の 統 合 を

図 る た め の 農 林 漁 業 団 体 職 員 共 済 組 合 法 等 を 廃 止 す る 等 の 法 律

（ 平 成 13 年 法 律 第 101 号 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 こ の 件 に つ い て の お 問 い 合 わ せ 先 】  

東 京 都 台 東 区 秋 葉 原 2 番 3 号  日 本 農 業 新 聞 本 社 ビ ル  

農 林 漁 業 団 体 職 員 共 済 組 合 （ 略 称  農 林 年 金 ）  

総 務 部  企 画 課  03-6260-7802 


